
1 保守点検の実施場所
岩手県立釜石病院 住所： 岩手県釜石市甲子町第10地割483番地6

2 保守点検する機器

3 業務内容
(1)点検機器
　　受託者は、対象機器について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「令和５年版建築保全
  業務共通仕様書」第2編第2章「2.2.9外部用自動ドア」記載の点検項目及び点検内容に従って、
  点検、調整及び部品交換を行うものとする。（年1回納入メーカー系列の点検含む）
 ① 主な点検項目
　(ｱ)　検出装置－取付状態、検出範囲（幅、奥行方向の測定）補助光電センサーの機能
  (ｲ)　駆動装置－モータの回転具合、異音及び取付状態、ベルトの張り及び磨耗の具合
  (ｳ)　制御装置－開閉速度の測定及び調整、開放タイマの確認及び調整
  (ｴ)　扉懸架部－レール及び戸車の汚れ、異音、磨耗、扉脱線防止の取付状態及び磨耗
  (ｵ)　建 具 部－扉の建付け、振れ止め材の取付状態及び磨耗、錠前のかかり具合
  (ｶ)　電　　気－配線結線状態、各操作スイッチの機能及び取付状態、絶縁抵抗
  (ｷ)  その他－開閉回数、総合動作、各ステッカー貼付け状態
 ② 点検回数
　　年３回（４箇月に１回）
 ③ 結果報告
　　受託者は、定期点検の都度、点検内容、測定数値、機器設備の異常の有無、処置内容、累計
　開閉回数（測定可能機種の場合）、交換部品及びその数量について、記載した報告書を委託者
　へ提出するものとする。
(2)定期点検以外の措置
　　受託者は、定期点検時以外で、本契約の対象機器に故障が発生した旨の通知を受けた場合は
　直ちに専門の技術員を派遣して、これを調整し、又は修理を行うものとする。なお、その際の
　基本技術料及び派遣費は、保守契約の範囲とする。契約に定める通常業務時間以外においても
　修理の依頼に対する受付ができ、必要に応じて専門の技術者を派遣できる体制とする。なお、
　その際の派遣費は有償とする。

名称 規格・仕様 数量 設置場所
SOV-200KDC  引分 光線SW 4台 正面玄関右側・左側（内・外）

SOT-100KLCM 片引 光線ﾀｯﾁSW 1台 旧岩手銀行ATMﾌﾞｰｽ
SOV-160KLDM 引分 光線SW/ﾀｯﾁSW 2台 救急玄関（内・外）
SOV-70KLCM  片引 押しﾎﾞﾀﾝSW 2台 1階多目的ﾄｲﾚ
SOV-160KLDM 片引 光線ﾌｯﾄSW 1台 特殊撮影室
SOV-160KLDM 引分 ﾀｯﾁSW 1台 手術室前EVﾎｰﾙ
SOV-100KLCM 二重引分 光線ﾌｯﾄSW 1台 手術室廊下（中）
SOV-100KLCM 二重引分 光線SW 2台 手術室廊下（内・外）
V-85SL　　  引分 光線ﾌｯﾄSW/非接触SW 4台 手術室1､2､3､4
SOV-200KLDM 片引 光線ﾌｯﾄSW 1台 手術室5
MM50        片引 押しﾎﾞﾀﾝSW 4台 3～6階多目的ﾄｲﾚ
SOV-160KLCM 二重片引 光線SW/ﾀｯﾁSW 1台 分娩ｴﾘｱ入口
SOT-T60KNB  引分 ﾀｯﾁSW 3台 新生児室、産後ケアルーム、３階NS

SOV-100KLCM 二重片引 光線SW 1台 ﾘﾆｱｯｸ棟渡り廊下
SOV-100KLCM 引分 光線SW/ﾀｯﾁSW 1台 ﾘﾆｱｯｸ棟廊下
SOT-P60KNB  片引 押しﾎﾞﾀﾝSW 1台 ﾘﾆｱｯｸ棟多目的ﾄｲﾚ
SOV-200KLCM 片引 光線ﾌｯﾄSW/ﾀｯﾁSW 1台 ﾘﾆｱｯｸ棟CT室
SOV-400KDCN 片引 押しﾎﾞﾀﾝSW 1台 ﾘﾆｱｯｸ室

合　　　計 32台

自動扉開閉装置保守業務仕様書

　受託者は、自動扉開閉装置の開閉機能を良好に保全し、さらに自動扉に一般的に求められている
安全性を維持するため、適切な点検、調整、修理等の業務を行うものとする。



(3)点検資格者
　　上記(1)及び(2)については、対象機器の自動扉装置の保守管理業務に精通した1級自動ドア
　施工技能士の資格を有する者を業務責任者とすること。
　　実際の保守管理業務は、自動ドア施工技能士（2級以上）を現場責任者として、その者と自
　動ドア施工技能士の指導を受けた者が行うものとする。
(4)消耗部品、消耗品及び工具について
 ① ベルト、戸車、振れ止めは消耗部品として、上記(1)及び(2)において委託者又は点検者が交
　換の必要があると判断した際は、交換の上、報告書に記載するものとする。
 ② 消耗部品は、純正品を使用するものとし、受託者側の負担とする。
 ③ ウェスなどの消耗品及び工具については、受託者の負担とする。
(5)調整及び測定方法
　　上記(1)及び(2)において、点検及び調整に必要な用具及び測定器類については、受託者側の
　負担とする。
　　調整の基準となる数値及び測定方法は、全国自動ドア協会策定の「自動ドア安全ガイドライ
　ン（スライド式自動ドア編）」に準ずるものとする。
(6)調整及び測定方法
　　以下の事項については、本契約の適用から除外するものとする。
 ① 委託者の不注意又は不適当な使用管理によって生じた修理又は取替え工事
 ② 上記消耗部品以外の部品交換
 ③ 盤外配線工事
 ④ 天災、不可抗力、その他受託者の責に帰さない事由による保守業務
 ⑤ その他委託者が認める事項

4 その他一般的事項
(1)受託者においては、県内に事業所の登録がされており、技術員を常駐させるものとする。
(2)作業にあたっては、委託者の指示に従い、周囲の安全に十分配慮するものとする。
(3)本仕様書に明記されていない事項については、双方で協議するものとする。



令和　　年　　月　　日

受 託 者 住 所

社 名

代 表 者

記

自動扉開閉装置保守業務完了報告書

　自動扉開閉装置保守業務委託契約書及び仕様書に従って下記のとおり業務を完了したので
報告します。

業 務 名 自動扉開閉装置保守業務

総 額
（うち消費税及び地方消費税　　　　）

今 回 完 了 額
（うち消費税及び地方消費税　　　　）

全 体 期 間
自　　　令和　　　年　　　月　　　日
至　　　令和　　　年　　　月　　　日

今 回 完 了 期 間
自　　　令和　　　年　　　月　　　日
至　　　令和　　　年　　　月　　　日

契 約 金 額

契 約 期 間

備 考


